
千葉県の里親制度等について

令和４年２月８日（水）

千葉県 健康福祉部 児童家庭課
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里親制度等について
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千葉県の現状について



＜認定基準＞
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• 千葉県内（千葉市在住は除く）に居住していること
• 心身ともに健康であること
• 児童の養育について理解及び熱意並びに児童に対する豊かな愛情を有している
こと

• 経済的に困窮していないこと
• 研修を修了していること
• 里親希望者とその同居人が禁錮以上の刑に処せられたことがないこと
• 里親希望者とその同居人が児童福祉法及び児童買春・児童ポルノに係る行為等
の処罰及び児童の保護等に関する法律、その他国民の福祉に関する法律の規定
により罰金以上の刑に処されたことがないこと。

• 里親希望者とその同居人が暴力団員または暴力関係者ではないこと
• 児童の養育に関し、虐待等の問題がないと認められること
• 家庭及び住居の環境が、児童の保健、教育、その他の福祉上適当なものであるこ
と

• 里親を希望する動機が児童の最善の福祉を目的とするものであり、里親制度が社
会的養護であることを理解し、里親支援機関等との協働が可能であること



＜手続きの流れ＞
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①相談・申請

• 住所地を管轄する児童相談所で
里親登録の相談や申請を受付

② 調査

• 児童相談所職員による家庭訪問
や面接により家庭状況や子どもの
養育の考え方等について調査

③ 意見

• 都道府県知事に里親登録に関す
る意見を提出

④ 諮問・答申

• 社会福祉審議会において里親希
望者の適格性について審査

⑤ 認定・登録

• 里親として適格と認定された者を
里親として登録



里親の登録と委託の状況について

表１ 登録と委託の状況

※出典：福祉行政報告例
※養子縁組里親は養育里親の再掲を含む。
※千葉市は除く
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里 親

登録

里親数
（組）

委託

里親数
（組）

委託

児童数
（人） ファミリーホーム

５８５ ２２６ ２８５

区 分

養育里親 ５００ １８２ ２１９
ホーム数 １４

専門里親 １８ ４ ５

養子縁組里親 ２７５ １５ １７
委託児童数 ５８

親族里親 ３３ ２８ ４４

（令和３年３月３１日時点）



表２ 登録と委託の推移
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年 度 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２

登 録 里 親 数 （組）
４３８ ４６９ ４８０ ５００ ５６７ ５８５

養育里親 ３８５ ３９３ ４３６ ４３６ ４７７ ５００

専門里親 １８ １９ ２０ ２０ ２０ １８

養子縁組里親 ２６４ ２６２ ２２４ ２２４ ２５６ ２７５

親族里親 ２３ ２７ ３０ ３０ ３４ ３３

児童を委託している里親数（組） １５５ １６９ １７８ １８５ ２１１ ２２６

※出典：福祉行政報告例
※養子縁組里親は養育里親の再掲を含む。
※千葉市は除く

（令和３年３月３１日時点）



表３ 里親等委託・乳児院・児童養護施設への入所児童数と割合
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児童養護施設 乳児院 里親等 合計

入所児童
数（人）

割合
（％）

入所

児童数
（人）

割合
（％）

委託児童
数（人）

割合
（％）

児童数
（人）

H27年度 ７４９ ７０．９ ８２ ７．８ ２２６ ２１．４ １，０５７

H28年度 ７２４ ６８．２ ７７ ７．３ ２６１ ２４．６ １，０６２

H29年度 ７３１ ６８．０ ７２ ６．７ ２７２ ２５．３ １，０７５

H30年度 ７０１ ６４．９ ７８ ７．２ ３０１ ２７．９ １，０８０

R1年度 ６９４ ６３．０ ７８ ７．１ ３２９ ２９．９ １，１０１

R2年度 ７１２ ６３．５ ６６ ５．９ ３４３ ３０．６ １，１２１

里親等委託率
※出典：福祉行政報告例
※千葉市は除く
※割合は小数第２位を四捨五入

（令和３年３月３１日時点）



表４ 委託児童の年齢
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※出典：福祉行政報告例
※養子縁組里親は養育里親の再掲を含む。
※千葉市は除く

（令和３年３月３１日時点）

子ども年齢
委託児童数

3歳未満 3～6歳 7歳以上 合計

令
和
２
年
度
末
委
託
児
童
数

合 計 ４０ ６５ １８０ ２８５

里
親
種
別
内
訳

養育里親 ２７ ５６ １３６ ２１９

専門里親 ０ ０ ５ ５

親族里親 ０ ５ ３９ ４４

養子縁組里親 １３ ４ ０ １７

ファミリーホーム ８ １３ ３７ ５８
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千葉県の取組について
～「千葉県子どもを虐待から守る基本計画」より～



里親委託の推進
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＜現状と課題＞

• 里親登録は年々増加しているが、里親等委託率の目標を達成するためにはさらに増やして
いく必要がある。

• 里親の養育技術の向上を図るための研修の実施や支援の充実が重要。

＜主な事業＞

事業名 概要

里親委託を推進する事業 里親委託を推進するため、里親制度への認知度の向上と里親登録数の増加（新規開拓）、

里親の養育技術の向上（資質向上）、里親の養育に対する支援体制の構築（養育支援）を

行います。

（新規開拓） 里親制度の普及・啓発のため、里親大会や里親制度説明会を開催します。啓発物品の作

成・配布や里親制度啓発パネルの貸出しを行います。

（資質向上） 里親の養育技術の向上を図るため、養育里親・養子縁組里親研修、専門里親研修、テー

マ別研修、未委託里親研修などを行います。

（里親支援） 子どもを委託されている里親を支援するため、訪問支援、相互交流の場の設置、児童相談

所の里親対応専門員の配置、里親賠償責任保険加入への補助などを行います。

児童保護措置費

児童保護県単措置費

里親に子どもを委託したことにより要する生活費等を負担します。

児童養護施設等の生活向上

のための環境改善事業

里親に委託している子どもの生活環境の向上のために必要な設備の整備や備品の購入

等に係る費用を補助します。
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＜目標＞

項目 現状 目標 期限

里親等委託率

（千葉県）
２７．９％
（平成30年度）

３２．６％ 令和４年度

３４．８％ 令和６年度

４０．０％ 令和11年度

里親等委託率

（千葉市）
３０．１％
（平成30年度）

３８．２％ 令和４年度

４３．８％ 令和６年度

５６．０％ 令和11年度

登録里親数 ５８６組
（平成30年度）

８５２組 令和11年度



ファミリーホームへの支援と設置の推進
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＜現状と課題＞

• ファミリーホームは、虐待等により家庭で暮らすことができない子どもたちを養育者自身の
家庭で預かる点で里親と同様であり、県としても設置を推進している。

• 親からの虐待等の影響により問題行動や心身の問題を抱えるなど養育が難しい子どもが
委託される場合が多く、安定した運営ができるよう支援を強化することが必要。

• 少ない養育者で多くの子どもを養育していることから、研修や情報交換等の機会を確保す
ることが難しい。

＜主な事業＞

＜目標＞

事業名 概要

児童保護措置費

児童保護県単措置費

ファミリーホームに子どもを委託したことにより要する人件費や生活費等を負担し

ます。

児童養護施設等の職員の資質向上

のための研修等事業

ファミリーホームにおいて、子どもたちの養育に携わる職員の資質向上のための

研修に係る費用を補助します。

児童養護施設等の生活向上のため

の環境改善事業

ファミリーホームに入所している子どもの生活環境の向上のために必要な設備の

整備や備品の購入等に係る費用を補助します。

また、新たにファミリーホームを開設する場合に必要な上記の費用についても補

助します。

項目 現状 目標 期限

ファミリーホームの数 １８か所 （平成30年度末） ３３か所 令和11年度


